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育児や子育てに関わる全教職員が、その能力を十分に発揮し、仕事と生活の

調和を図り、働きやすい環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間： 平成 28年 8月 1日～平成 30年 7月 31日までの 2年間 

 

２．目標及び対策の内容 

目標１：育児に関する休暇、休業の取得促進と取得しやすい環境を整備する 

＜対策＞ 

 ●平成 28年 8月～  育児に関する休暇等の制度を周知する 

 ●平成 28年 10月～ 育児休業期間中の代替要員の獲得体制を整備する 

 

目標２：妊娠中の女性及び育児のための休憩室を整備する 

＜対策＞ 

 ●平成 28年 4月～ 妊娠中の女性及び子育てを行う教職員が、搾乳、休養等 

できる休憩室の設置を検討する 

 ●平成 28年 8月～  上記休憩室の運用を開始する 

 

＜対策＞ 

 ●平成 28年 8月～ 効率的かつ効果的に業務を進めるために、業務分析・見

直しを行い、所定外労働の削減を図る 

 ●平成 28年 8月～ ノー残業デーの実施について、各所属部署に応じた働き

かけを行う 

 

＜対策＞ 

 ●平成 28年 8月～ 計画的な年次有給休暇の取得についてメール等による周

知を徹底し、取得促進を図る 

 ●平成 28年 10月～ 子育てや介護を行う教職員が、必要に応じて円滑に休

暇を取得できるよう、業務分担の工夫等を行う。 

 

＜対策＞ 

 ●平成 28年 8月～  ワーク・ライフ・バランスに関する情報をメール等で発

信し、周知徹底を図る 

 ●平成 28年 8月～ ワーク・ライフ・バランスに関する研修会を実施し、意

識啓発を進める 

 

目標３：所定外労働の削減を図る 

目標４： 年次有給休暇の取得を促進する 

目標５： ワーク・ライフ・バランスに関する情報の提供と研修を実施する 


